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目

次

規

則

○
青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

…

�

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
規
則
第
二
十
四
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

目
次
中

｢

、
班｣

を
削
り
、

｢

第
二
款

課
及
び
室
の
分
掌
事
務｣

を

｢

第
二
款

課
の
分
掌
事

務｣

に
、

｢

総
務
部
各
課
及
び
室｣

を

｢

総
務
部
各
課｣

に
、

｢

環
境
生
活
部
各
課
及
び
室｣

を

｢

環
境
生
活
部
各
課｣

に
、

｢

第
五
目

商
工
観
光
労
働
部
各
課
及
び
室
の
分
掌
事
務

(

第
十
三
条
の
二)

｣

を

｢

に
、

｣

｢

班
等
の
分
掌
事
務

(

第
十
七
条
の
三
・｣

を

｢

グ
ル
ー
プ
の
分
掌
事
務

(｣

に
、

｢

第
三
目

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー

(

第
四
十
九
条－

第
五
十
四
条)

｣

を

｢

に
、

｣

｢

商
工
観
光
労
働
部
の｣

を

｢

商
工
労
働
部
の｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

…
…
…
…
…
…
…
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第
五
目

商
工
労
働
部
各
課
の
分
掌
事
務

(

第
十
三
条
の
二)

第
五
目
の
二

文
化
観
光
部
各
課
の
分
掌
事
務

(

第
十
三
条
の
三)

第
三
目

環
境
保
健
セ
ン
タ
ー

(

第
四
十
九
条－

第
五
十
三
条)

第
三
目
の
二

原
子
力
セ
ン
タ
ー

(

第
五
十
三
条
の
二－

第
五
十
四
条)

第
一
目
の
二

計
量
検
定
所

(

第
百
条
・
第
百
条
の
二)

第
一
目
の
三

産
業
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

(

第
百
条
の
二
の
二－

第
百
条
の
二
の
五)

第
一
目
の
四

工
業
試
験
場

(

第
百
条
の
三－

第
百
条
の
五
の
三)

第
二
目

削
除

(

第
百
条
の
六－

第
百
条
の
八)

第
三
目

削
除

(

第
百
条
の
九
・
第
百
条
の
十)

第
四
目

機
械
金
属
技
術
研
究
所

(

第
百
条
の
十
一－

第
百
条
の
十
四)

第
五
目

削
除

(

第
百
条
の
十
五
・
第
百
条
の
十
六)

第
六
目
及
び
第
七
目

削
除

(

第
百
条
の
十
七－

第
百
条
の
二
十)

第
八
目

削
除

(

第
百
条
の
二
十
一－

第
百
条
の
二
十
四)

第
九
目

削
除

(

第
百
条
の
二
十
五
・
第
百
条
の
二
十
六)

第
十
目

職
業
能
力
開
発
校

(

第
百
条
の
二
十
七－

第
百
条
の
三
十)

第
十
一
目

削
除

(

第
百
条
の
三
十
一－

第
百
条
の
三
十
四)

第
十
二
目

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

(

第
百
条
の
三
十
五－

第
百
条
の
三
十
八)

第
十
三
目

削
除

(

第
百
条
の
三
十
九
・
第
百
条
の
四
十)

第
二
目

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

第
百
条－

第
百
条
の
六)

第
三
目

職
業
能
力
開
発
校

(

第
百
条
の
七－

第
百
条
の
十)

第
四
目

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

(

第
百
条
の
十
一－

第
百
条
の
十
四)

号
外
第
二
十
六
号

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

(

月
曜
日)



( )
｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

第
十
一
目
か
ら
第
十
八
目
ま
で

削
除

(

第
百
四
十
八
条－

第
百
七
十
九
条)

｣

に
改

め
る
。

第
三
条
中

｢

部
並
び
に｣

を

｢

部
及
び｣

に
改
め
、

｢

及
び
室｣

を
削
る
。

第
二
章
第
一
節
の
節
名
中

｢

、
班｣

を
削
る
。

第
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

室
長

(

第
十
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
室
長
を
い
う
。)

は
、
政
策
推
進
室
に
グ
ル
ー
プ

を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

｢

第
七
条
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣

を

に
改
め
る
。

｣

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

課
等)

第
八
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
部
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
を
置
く
。

２

課
長

(

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
長
を
い
う
。)

は
、
課
に
グ
ル
ー
プ
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

第
九
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

出
納
局
に
経
理
課
及
び
出
納
課
を
置
く
。

第
九
条
第
三
項
中

｢

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
課
長｣

を

｢

課
長

(

第
二
十
五
条
の
二
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
課
長
を
い
う
。)

｣

に
改
め
る
。

第
二
章
第
二
節
の
節
名
中

｢

、
班｣

を
削
る
。

第
九
条
の
二
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
第
八

号
を
第
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
十
条
の
環
境
生
活
部
の
項
の
第
一
号
中

｢

及
び
国
際
交
流｣

を
削
り
、
同
条
の
商
工
観
光
労
働

部
の
項
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣

を

｢

商
工
労
働
部｣

に
改
め
、
同
項
の
第
一
号
中

｢

、
工
業
及
び

観
光｣

を

｢

及
び
工
業｣
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第
二
目

農
業
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー

(

第
百
八
条－

第
百
十
一
条)

第
三
目

グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー

(

第
百
十
二
条－

第
百
十
五
条)

第
四
目

農
業
試
験
場

(

第
百
十
六
条－

第
百
二
十
一
条)

第
五
目

畑
作
園
芸
試
験
場

(

第
百
二
十
二
条－

第
百
二
十
六
条)

第
六
目

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー

(

第
百
二
十
七
条－

第
百
三
十
条)

第
七
目

り
ん
ご
試
験
場

(

第
百
三
十
一
条－

第
百
三
十
五
条)

第
八
目

畜
産
試
験
場

(

第
百
三
十
六
条－

第
百
四
十
条)

第
二
目

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

第
百
八
条－

第
百
十
九
条)

第
三
目

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

第
百
二
十
条－

第
百
二
十
五
条)

第
四
目

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー

(

第
百
二
十
六
条－

第
百
三
十
一
条)

第
五
目
か
ら
第
八
目
ま
で

削
除

(
第
百
三
十
二
条－

第
百
四
十
条)

第
十
一
目

農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー

(
第
百
四
十
八
条－

第
百
五
十
条)

第
十
二
目

削
除

(

第
百
五
十
一
条－

第
百
五
十
四
条)

第
十
三
目

林
業
試
験
場

(

第
百
五
十
五
条－

第
百
五
十
八
条)

第
十
四
目

水
産
試
験
場

(

第
百
五
十
九
条－

第
百
六
十
三
条)

第
十
五
目

水
産
増
殖
セ
ン
タ
ー

(

第
百
六
十
四
条－

第
百
六
十
七
条)

第
十
六
目

水
産
物
加
工
研
究
所

(

第
百
六
十
八
条－

第
百
七
十
一
条)

第
十
七
目

下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

(

第
百
七
十
二
条－
第
百
七
十
五
条)

第
十
八
目

内
水
面
水
産
試
験
場

(

第
百
七
十
六
条－

第
百
七
十
九
条)

商
工
労
働
部

文
化
観
光
部

部

名

課

名

総

務

部

財
政
課
、
秘
書
課
、
人
事
課
、
総
務
学
事
課
、
税
務
課
、
防
災
消
防
課
、
工

事
検
査
課

企
画
振
興
部

企
画
課
、
市
町
村
振
興
課
、
新
幹
線
・
交
通
政
策
課
、
情
報
政
策
課
、
統
計

情
報
課

環
境
生
活
部

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
、
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
、
環
境
政
策
課
、

原
子
力
安
全
対
策
課
、
自
然
保
護
課
、
美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推

進
課

健
康
福
祉
部

健
康
福
祉
政
策
課
、
健
康
医
療
課
、
薬
務
衛
生
課
、
高
齢
福
祉
保
険
課
、
こ

ど
も
み
ら
い
課
、
障
害
福
祉
課

商
工
労
働
部

商
工
政
策
課
、
経
営
振
興
課
、
工
業
振
興
課
、
新
産
業
創
造
課
、
む
つ
小
川

原
振
興
課
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
、
労
政
・
能
力
開
発
課

文
化
観
光
部

文
化
観
光
推
進
課
、
国
際
課

農
林
水
産
部

農
林
水
産
政
策
課
、
団
体
経
営
改
善
課
、
構
造
政
策
課
、
流
通
加
工
課
、
農

産
園
芸
課
、
り
ん
ご
果
樹
課
、
畜
産
課
、
林
政
課
、
農
村
整
備
課
、
水
産
振

興
課
、
漁
港
漁
場
整
備
課

県
土
整
備
部

監
理
課
、
整
備
企
画
課
、
道
路
課
、
河
川
砂
防
課
、
港
湾
空
港
課
、
都
市
計

画
課
、
建
築
住
宅
課
、
高
規
格
道
路
・
津
軽
ダ
ム
対
策
課



( )

文
化
観
光
部

一

観
光
に
関
す
る
事
項

二

国
際
交
流
に
関
す
る
事
項

第
二
章
第
二
節
第
二
款
の
款
名
及
び
同
款
第
一
目
の
目
名
中

｢

及
び
室｣

を
削
る
。

第
十
一
条

(
見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

総
務
部
各
課
及
び
室｣

を

｢

総
務
部
各
課｣

に
改
め
、
同

条
の
財
政
課
の
項
の
第
五
号
中

｢

各
課
室｣

を

｢

各
課｣

に
改
め
、

｢

経
費｣

の
下
に

｢
(

以
下

｢

各
課
共
通
経
費｣
と
い
う
。)

｣

を
加
え
、
同
条
の
総
務
学
事
課
の
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第

十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
十
号
を

削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号

を
加
え
る
。

二
十
一

行
政
文
書
の
開
示
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

個
人
情
報
の
保
護
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
総
務
学
事
課
の
項
の
第
二
十
三
号
中｢

工
事
検
査
室｣

を｢

工
事
検
査
課｣

に
改
め
、

同
項
の
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
四

私
立
学
校
審
議
会
、
情
報
公
開
審
査
会
及
び
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
関
す
る
こ
と

(

個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
関
す
る
事
務
中
市
町
村
振
興
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

。

第
十
一
条
の
総
務
学
事
課
の
項
の
第
二
十
五
号
中

｢

及
び
室｣
を
削
り
、
同
項
中

｢

を

｣

削
り
、
同
条
の
防
災
消
防
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

自
衛
隊
及
び
駐
留
軍
の
基
地
対
策
に
係
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
工
事
検
査
室
の
項
中

｢

工
事
検
査
室｣

を

｢

工
事
検
査
課｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
の
企
画
課
の
項
の
第
一
号
中

｢

人
事｣

の
下
に

｢

、
組
織｣

を
加
え
、

｢

旅
費
、

需
用
費
の
う
ち
消
耗
品
、
燃
料
、
印
刷
製
本
及
び
修
繕
に
係
る
も
の
、
役
務
費
の
う
ち
電
話
料
金
に

係
る
も
の
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
う
ち
タ
ク
シ
ー
の
借
上
げ
に
係
る
も
の
等
各
課
に
共
通
す
る
経

費｣

を

｢

各
課
共
通
経
費｣

に
改
め
、
同
項
の
第
六
号
及
び
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

構
造
改
革
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

七

地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
二
の
新
幹
線
・
交
通
政
策
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七

鉄
道
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

八

鉄
道
管
理
事
務
所
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
二
の
統
計
情
報
課
の
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

経
済
及
び
県
民
生
活
の
動
向
の
調
査
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
三
目
の
目
名
中

｢

及
び
室｣

を
削
る
。

第
十
二
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

環
境
生
活
部
各
課
及
び
室｣

を

｢

環
境
生
活
部
各
課｣

に

改
め
、
同
条
の
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
の
第
一
号
中

｢

及
び
予
算｣

を

｢

、
組
織
、
予
算｣

に
、｢

、
支
出
命
令｣

を｢
(

各
課
共
通
経
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

｣

に
改
め
、｢

除
く
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
物
品
の
管
理｣

を
加
え
、
同
項
中

｢

を
削
り
、
同
項
第
二
十
六
号
中

｢

及
び
室｣

を
削

｣

り
、
同
号
を
同
項
第
二
十
八
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
四
号
を

第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
三
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
四

県
史
の
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
国
際
課
の
項
を
削
り
、
同
条
の
青
少
年
・
男
女
共
同
参
画
課
の
項
中

｢

を

｣

削
り
、
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六

こ
ど
も
の
文
化
を
は
ぐ
く
む
環
境
づ
く
り
に
係
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
連
絡

に
関
す
る
こ
と
。

七

こ
ど
も
の
文
化
を
は
ぐ
く
む
環
境
づ
く
り
に
係
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
環
境
政
策
課
の
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
の
第
十
二

号
中

｢

臭
気｣

を

｢
悪
臭｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十

二
号
と
し
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四

廃
棄
物
及
び
不
法
投
棄
対
策
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
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(

情
報
公
開
室)

二
十
六

行
政
文
書
の
開
示
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七

個
人
情
報
の
保
護
に
係
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八

情
報
公
開
審
査
会
及
び
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
関
す
る
こ
と

(

個
人
情
報
保
護

審
査
会
に
関
す
る
事
務
中
市
町
村
振
興
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

。

(

県
史
編
さ
ん
室)

二
十
七

県
史
の
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

(

こ
ど
も
の
文
化
推
進
室)

八

こ
ど
も
の
文
化
を
は
ぐ
く
む
環
境
づ
く
り
に
係
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び

連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

九

こ
ど
も
の
文
化
を
は
ぐ
く
む
環
境
づ
く
り
に
係
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
こ

と
。



( )

第
十
二
条
の
環
境
政
策
課
の
項
中

｢

｣

を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

十
五

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
原
子
力
安
全
対
策
課
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

六

原
子
力
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
自
然
保
護
課
の
項
の
第
五
号
中

｢

鳥
獣
保
護
及
び
狩
猟｣

を

｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩

猟
の
適
正
化｣

に
改
め
、
同
条
の
美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
室
の
項
中｢

美
術
館
整
備
・

芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
室｣

を

｢

美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
課｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
健
康
福
祉
政
策
課
の
項
の
第
一
号
中｢
及
び
予
算｣

を｢

、
組
織
、
予
算｣

に
、｢

、

支
出
命
令｣

を

｢
(

各
課
共
通
経
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

｣

に
、

｢
(

薬
務
衛
生
課
の
支
出
命

令
及
び
収
入
命
令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

を
除
く
。)

｣
を｢
を
除
く
。)

及
び
物
品
の
管
理｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

医
療
社
会
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
健
康
医
療
課
の
項
の
第
三
号
中

｢

、
薬
剤
師｣

を
削
り
、
同
項
中
第
五
号
を
削
り
、

第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
五
号
を
削
り
、

第
十
六
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
第

二
十
号
中

｢

、
保
育
士
試
験
委
員｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
の
第
十
八
号
と
し
、
同
条
の
薬
務
衛
生

課
の
項
の
第
一
号
中

｢

及
び
医
薬
販
売
業｣

を

｢

、
医
薬
販
売
業
及
び
薬
剤
師｣

に
改
め
、
同
条
の

こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
の
第
十
号
中

｢

、
母
子
休
養
ホ
ー
ム｣

を
削
り
、
同
項
の
第
十
二
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

十
二

社
会
福
祉
審
議
会
及
び
保
育
士
試
験
委
員
に
関
す
る
こ
と

(

社
会
福
祉
審
議
会
に
関
す
る

事
務
中
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
に
限
る
。)

。

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
五
目
の
目
名
中

｢

商
工
観
光
労
働
部
各
課
及
び
室｣

を

｢

商
工
労
働
部

各
課｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

商
工
観
光
労
働
部
各
課
及
び
室｣

を

｢

商
工
労
働
部

各
課｣

に
改
め
、
同
条
の
商
工
政
策
課
の
項
の
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

部
内
の
人
事
、
組
織
、
予
算

(

支
出
負
担
行
為

(

各
課
共
通
経
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

及
び
収
入
命
令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

及
び
物
品
の
管
理
並
び
に
そ
の
他
の
庶
務
の
整
理

に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
の
商
工
政
策
課
の
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
号
か
ら

第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

部
の
所
掌
事
務
に
係
る
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
の
商
工
政
策
課
の
項
の
第
十
号
中

｢

計
量
検
定
所｣

を

｢

計
量
器
の
検
定｣

に
改

め
、
同
項
の
第
十
三
号
中

｢

及
び
室｣

を
削
り
、
同
項
中

｢

を
削

｣

り
、
同
条
の
経
営
振
興
課
の
項
中

｢

を
削
り
、
第
九
号

｣

を
第
十
二
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

九

商
業
振
興
に
係
る
施
策
の
企
画
、
立
案
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十

中
心
市
街
地
活
性
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

商
店
街
振
興
組
合
及
び
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
の
工
業
振
興
課
の
項
中
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、

同
条
の
新
産
業
創
造
室
の
項
中

｢

新
産
業
創
造
室｣

を

｢

新
産
業
創
造
課｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

六

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
総
括
的
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
二
の
文
化
観
光
推
進
課
の
項
を
削
り
、
同
条
の
む
つ
小
川
原
振
興
室
の
項
中

｢

む
つ

小
川
原
振
興
室｣

を

｢

む
つ
小
川
原
振
興
課｣

に
改
め
、
同
条
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
の
項
の
第
十

号
中

｢
及
び
室｣

を
削
り
、
同
条
の
労
政
・
能
力
開
発
課
の
項
中

｢

を
削

｣
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(

廃
棄
物
・
不
法
投
棄
対
策
室)

十
七

廃
棄
物
及
び
不
法
投
棄
対
策
に
係
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
こ
と
。

(

物
産
・
貿
易
振
興
室)

十
四

物
産
の
販
路
拡
張
及
び
貿
易
振
興
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

物
産
関
係
団
体
の
育
成
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

県
産
品
愛
用
に
関
す
る
こ
と
。

(

街
づ
く
り
商
業
振
興
室)

十

商
業
振
興
に
係
る
施
策
の
企
画
、
立
案
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

中
心
市
街
地
活
性
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

商
店
街
振
興
組
合
及
び
商
店
街
振
興
組
合
連
合
会
に
関
す
る
こ
と
。

(

地
域
雇
用
対
策
室)

十
八

地
域
雇
用
対
策
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

雇
用
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

高
年
齢
者
、
障
害
者
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。



( )

り
、
第
十
七
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号

の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十

地
域
雇
用
対
策
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

雇
用
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

高
年
齢
者
、
障
害
者
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
五
目
の
次
に
次
の
一
目
を
加
え
る
。

第
五
目
の
二

文
化
観
光
部
各
課
の
分
掌
事
務

(

文
化
観
光
部
各
課
の
分
掌
事
務)

第
十
三
条
の
三

文
化
観
光
部
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

文
化
観
光
推
進
課

一

部
内
の
人
事
、
組
織
、
予
算(
支
出
負
担
行
為(

各
課
共
通
経
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

及
び
収
入
命
令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

及
び
物
品
の
管
理
並
び
に
そ
の
他
の
庶
務
の
整

理
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
の
所
掌
事
務
に
係
る
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

文
化
観
光
立
県
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

観
光
振
興
に
係
る
施
策
の
企
画
、
立
案
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五

観
光
に
係
る
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
立
公
園
、
国
定
公
園
及
び
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
こ
と

(
施
設
に
係
る
事
務
に
限

る
。)

。

七

観
光
施
設
の
整
備
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

八

旅
行
業
及
び
通
訳
案
内
業
に
関
す
る
こ
と
。

九

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

十

物
産
の
販
路
拡
張
及
び
貿
易
振
興
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

県
産
品
愛
用
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

幹
線
開
業
効
果
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

観
光
関
係
団
体
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
ビ
ュ
ー
ロ
ー
及
び
物
産
関
係
団
体
の
育
成
指
導
に

関
す
る
こ
と
。

十
四

文
化
観
光
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

内
他
課
の
主
管
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

国
際
課

一

国
際
交
流
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

二

国
際
交
流
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

旅
券
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

四

海
外
移
住
に
関
す
る
こ
と
。

五

海
外
技
術
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
の
農
林
水
産
政
策
課
の
項
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十

農
業
経
営
及
び
農
村
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

改
良
普
及
員
の
指
導
等
に
関
す
る
こ
と

(

専
門
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
二

農
業
生
産
指
導
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
の
農
林
水
産
政
策
課
の
項
の
第
十
三
号
中

｢

団
体
経
営
改
善
課
、
構
造
政
策
課
、
流
通

加
工
課
、｣

を
削
り
、

｢

り
ん
ご
果
樹
課
の
人
事
及
び｣

を

｢

第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
農

林
水
産
部
に
設
置
さ
れ
た
機
関
の｣

に
、

｢

、
支
出
命
令｣

を

｢
(

各
課
共
通
経
費
に
係
る
も
の
を

除
く
。)

｣

に
改
め
、

｢

除
く
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
物
品
の
管
理｣

を
加
え
、
同
項
の
第
十
四
号

中｢

農
業
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー
、
グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
、
農
業
試
験
場
、
畑
作
園
芸
試
験
場
、

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
、
り
ん
ご
試
験
場
及
び
畜
産
試
験
場｣

を

｢

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
水
産

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
及
び
ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
項
中

｢

を
削

｣

り
、
同
条
の
構
造
政
策
課
の
項
の
第
八
号
中

｢

農
業
経
営
士｣

の
下
に

｢

及
び
青
年
農
業
士｣

を
加

え
、
同
項
の
第
十
六
号
中

｢

山
村
振
興
等
農
林
漁
業
特
別
対
策
事
業｣

を

｢

新
山
村
振
興
等
農
林
漁

業
特
別
対
策
事
業｣

に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
二
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号

を
加
え
る
。

二
十
三

病
害
虫
の
防
除
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

肥
料
及
び
農
薬
の
需
給
及
び
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

境
と
調
和
し
た
農
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
の
構
造
政
策
課
の
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
の
流
通
加
工
課
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
条
の
林
政
課
の

項
中
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(

農
業
改
良
普
及
室)

十
七

農
業
経
営
及
び
農
村
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

改
良
普
及
員
の
指
導
等
に
関
す
る
こ
と

(

専
門
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

。

十
九

農
業
生
産
指
導
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。



( )
｢

を
削
り
、
第
十
九
号
を

｣

第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
七
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

十
八

木
材
の
需
給
対
策
及
び
県
産
材
の
販
売
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

林
産
物
の
生
産
、
流
通
及
び
加
工
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

林
業
構
造
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

構
造
政
策
課
及
び
り
ん
ご
果
樹
課
の
予
算

(

支
出
負
担
行
為

(

各
課
共
通
経
費
に
係
る

も
の
を
除
く
。)

及
び
収
入
命
令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

及
び
物
品
の
管
理
並
び
に
そ
の

他
の
庶
務
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
の
農
村
整
備
課
の
項
の
第
十
四
号
中

｢

農
村
環
境
整
備
事
業｣

を

｢

農
村
振
興
整
備
事

業｣

に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。二

十
五

団
体
経
営
改
善
課
及
び
畜
産
課
の
予
算

(

支
出
負
担
行
為

(

各
課
共
通
経
費
に
係
る
も

の
を
除
く
。)

及
び
収
入
命
令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)
及
び
物
品
の
管
理
並
び
に
そ
の
他

の
庶
務
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
の
水
産
振
興
課
の
項
の
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条
の
水
産
振
興
課
の
項
中
第
二
十
二
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第

二
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
一

流
通
加
工
課
及
び
漁
港
漁
場
整
備
課
の
予
算

(

支
出
負
担
行
為

(

各
課
共
通
経
費
に
係

る
も
の
を
除
く
。)

及
び
収
入
命
令
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

及
び
物
品
の
管
理
並
び
に
そ

の
他
の
庶
務
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
監
理
課
の
項
の
第
一
号
中

｢

及
び
予
算｣

を

｢

、
組
織
、
予
算

(

支
出
負
担
行
為

(

各
課
共
通
経
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

及
び
物
品
の
管
理｣

に
改

め
、
同
項
中

｢

を

｣

削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
七
号
と
し
、

第
十
四
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

東
北
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
係
る
用
地
の
買
収
並
び
に
関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
団
体
と

の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
監
理
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

解
体
工
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
整
備
企
画
課
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
こ
と

(

他
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除

く
。)

。

第
十
六
条
の
港
湾
空
港
課
の
項
中

｢

を
削
り
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一

｣

号
を
加
え
る
。

九

青
森
空
港
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
都
市
計
画
課
の
項
中
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

新
青
森
県
総
合
運
動
公
園
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
都
市
計
画
課
の
項
中

｢

を

｣
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
七
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
六

柳
町
駐
車
場
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
都
市
計
画
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を

三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

九

三
内
丸
山
遺
跡
を
活
用
し
た
公
園
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十

そ
の
他
都
市
公
園
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

公
園
、
緑
地
そ
の
他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
こ
と(

他
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

。
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(

県
産
材
振
興
室)

二
十

木
材
の
需
給
対
策
及
び
県
産
材
の
販
売
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

林
産
物
の
生
産
、
流
通
及
び
加
工
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

林
業
構
造
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

(

東
北
新
幹
線
室)

十
八

東
北
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
係
る
用
地
の
買
収
並
び
に
関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
団

体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

(

空
港
整
備
推
進
室)

十

青
森
空
港
に
関
す
る
こ
と
。

(

公
園
整
備
推
進
室)

十
四

新
青
森
県
総
合
運
動
公
園
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

三
内
丸
山
遺
跡
を
活
用
し
た
公
園
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

そ
の
他
都
市
公
園
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

公
園
、
緑
地
そ
の
他
の
公
共
空
地
に
関
す
る
こ
と

(

他
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除

く
。)

。



( )

第
十
六
条
の
建
築
住
宅
課
の
項
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
四

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
の
第
十
八
号
中

｢

市
街
地
再
開
発
組
合｣

の
下
に

｢

、
再
開

発
会
社｣

を
加
え
、
同
号
を
同
項
の
第
十
九
号
と
し
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
三

号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

建
設
工
事
に
係
る
分
別
解
体
等
の
実
施
及
び
再
資
源
化
等
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
二
の
二
中

｢

又
は
室｣

を
削
る
。

十
七
条
の
二
の
経
理
課
の
項
の
第
一
号
中

｢

人
事｣

の
下
に

｢

、
組
織｣

を
加
え
る
。

第
二
章
第
二
節
第
四
款
の
款
名
中

｢

班
等｣

を

｢

グ
ル
ー
プ｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
を
削
る
。

第
十
八
条
中

｢

課｣

を

｢

政
策
推
進
室
又
は
課｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
四
の
二

政
策
推
進
室
の
グ
ル
ー
プ
に
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
を
置
く
。

２

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
グ
ル
ー
プ
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

第
十
八
条
の
五
第
一
項
中

｢

政
策
推
進
室
に｣
の
下
に

｢

必
要
に
応
じ｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項

中

｢

の
う
ち
室
長
が
特
に
命
じ
た
重
要
事
項
を
掌
理
す
る｣
を

｢

に
係
る
特
に
重
要
な
事
項
に
つ
い

て
企
画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢
の
う
ち
室
長
が
特
に
命
じ
た
事
項

を
掌
理
す
る｣

を

｢

に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
企
画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う｣

に
改
め
、
同

条
第
四
項
中

｢

と
と
も
に
総
括
副
参
事
又
は
副
参
事
の
補
佐
的
事
務
に
従
事
す
る｣

を
削
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長)

第
十
九
条
の
二

環
境
生
活
部
に
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長
を
置
く
。

２

ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
長
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
係
る
事
業
の
支
援
に
関
す
る
事
項
を
総
括
整
理
す

る
。

(

理
事)

第
十
九
条
の
三

部
に
必
要
に
応
じ
理
事
を
置
く
。

２

理
事
は
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
文
化
観
光
部
は
、
次
長
一
人
と
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中

｢

工
事
検
査
室｣

を

｢

工
事
検
査
課｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

情
報
政

策
課｣

を

｢

新
幹
線
・
交
通
政
策
課｣

に
、

｢

新
幹
線
・
交
通
政
策
課｣

を

｢

情
報
政
策
課｣

に
改

め
、
同
条
第
四
項
中

｢

、
国
際
課｣

を
削
り
、

｢

美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
室｣

を

｢

美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
課｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣

を

｢

商
工
労
働
部｣

に
、

｢

、
新
産
業
創
造
室
及
び
文
化
観
光
推
進
課｣

を

｢

及
び
新
産
業
創
造
課｣

に
、

｢

む
つ
小
川
原
振
興
室｣

を

｢

む
つ
小
川
原
振
興
課｣

に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項

と
し
、
同
条
第
七
項
中

｢

、
農
村
整
備
課｣

を
削
り
、

｢

及
び
畜
産
課｣

を

｢

、
畜
産
課
及
び
農
村

整
備
課｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

文
化
観
光
部
の
次
長
は
、
部
長
を
補
佐
し
、
部
の
事
務
を
整
理
す
る
。

第
二
十
条
の
三
を
削
る
。

第
二
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

参
事)

第
二
十
一
条

部
に
必
要
に
応
じ
参
事
を
置
く
。

２

参
事
は
、
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
を
総
括
整
理
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
三
条
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー)

第
二
十
三
条

課
の
グ
ル
ー
プ
に
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
を
置
く
。

２

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
グ
ル
ー
プ
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

(

総
括
副
参
事)

第
二
十
三
条
の
二

に
必
要
に
応
じ
総
括
副
参
事
を
置
く
。

２

総
括
副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
特
に
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
企

画
、
調
査
及
び
立
案
を
行
う
。

(

副
参
事)

第
二
十
三
条
の
三

課
に
必
要
に
応
じ
副
参
事
を
置
く
。

２

副
参
事
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
企
画
、
調
査

及
び
立
案
を
行
う
。

第
二
十
三
条
の
三
の
二
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
四
第
一
項
中

｢

及
び
室

(

む
つ
小
川
原
振
興
室
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、
同
条
第

二
項
中

｢

課
長
又
は
室
長｣

を

｢

上
司｣

に
、

｢

又
は
室
の
所
掌
事
務｣

を

｢

の
分
掌
事
務｣

に
改

め
る
。

第
二
十
三
条
の
五
第
一
項
中

｢

及
び
室｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

第
二
十
三
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
中

｢

及
び
室｣

を
削
る
。

第
二
十
四
条
の
三
の
見
出
し
を

｢
(

課
付)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

室
に｣

を

｢

課
に｣

に
、

｢

室
付｣

を

｢

課
付｣
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

室
付｣

を

｢

課
付｣

に
改
め
、
同
条
を
第
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( )

二
十
四
条
の
四
と
し
、
第
二
十
四
条
の
二
の
見
出
し
を

｢
(

部
付)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢
課
に｣

を｢

部
に｣

に
、｢

課
付｣

を｢

部
付｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

課
付｣

を｢

部
付｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
の
三
と
し
、
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
専
門
職)

第
二
十
四
条
の
二

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
課
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
職
を
置
く
。

２

前
項
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
別
表
第
一
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
務

に
従
事
す
る
。

第
二
十
五
条
の
四
及
び
第
二
十
五
条
の
五
を
削
り
、
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
中

｢

出
納
局｣

の

下
に

｢

の
課｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る｣

を

｢

課
の
分
掌
事

務
に
係
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て｣
に
、

｢

に
参
画
す
る｣

を

｢

を
行
う｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二

十
五
条
の
五
と
し
、
第
二
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項
中

｢

出
納
局｣

の
下
に

｢

の
課｣

を
加
え
、
同

条
第
二
項
中

｢

特
に
命
ぜ
ら
れ
た
重
要
な
事
項
に
関
す
る｣

を

｢

課
の
分
掌
事
務
に
係
る
特
に
重
要

な
事
項
に
つ
い
て｣

に
、

｢

に
参
画
す
る｣

を

｢
を
行
う｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
の
四
と

し
、
第
二
十
五
条
の
二
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
の
三

出
納
局
の
課
の
グ
ル
ー
プ
に
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
を
置
く
。

２

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
グ
ル
ー
プ
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

第
二
十
五
条
の
五
の
二
を
削
る
。

第
二
十
五
条
の
五
の
二
の
二
第
二
項
中

｢

課
長｣

を

｢

上
司｣

に
、

｢
所
掌
事
務｣

を

｢

分
掌
事

務｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
の
五
の
二
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
六
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

主
幹
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
企
画
、
調
査
及
び
立
案
に
当
た
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
三
項
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十

五
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
四
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
六
号
を

第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

原
子
力
セ
ン
タ
ー

第
二
十
八
条
第
四
項
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

九

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

十

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

十
一

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー

第
二
十
八
条
第
四
項
中
第
十
二
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
四
号
を
第
十
二
号
と

し
、
第
二
十
五
号
を
第
十
三
号
と
す
る
。

第
四
十
九
条
第
一
号
中

｢

保
全｣

の
下
に

｢
(

放
射
性
物
質
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え

る
。第

五
十
一
条
中

｢

、
公
害
部
、
環
境
管
理
部
及
び
放
射
能
部｣

を

｢

及
び
公
害
部｣

に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
第
三
号
中

｢

及
び
原
子
力｣

を
削
り
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
の
表
青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
弘
前
環
境
管
理
事
務
所
の
項
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中｢

水
質
汚
濁｣

の
下
に｢

、
土
壌
汚
染｣

を
加
え
る
。

第
五
十
四
条
を
削
る
。

第
三
章
第
二
節
第
二
款
第
三
目
の
次
に
次
の
一
目
を
加
え
る
。

第
三
目
の
二

原
子
力
セ
ン
タ
ー

(

所
掌
事
務)

第
五
十
三
条
の
二

原
子
力
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

環
境
放
射
線
等
の
監
視
、
測
定
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

二

立
地
し
た
原
子
力
施
設
の
安
全
性
に
関
す
る
こ
と
。

三

原
子
力
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
も
う
に
関
す
る
こ
と
。

(

名
称
及
び
位
置)

第
五
十
三
条
の
三

原
子
力
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
内
部
組
織)

第
五
十
三
条
の
四

原
子
力
セ
ン
タ
ー
に
安
全
監
視
課
及
び
分
析
課
を
置
く
。

(

分
掌
事
務)

第
五
十
四
条

安
全
監
視
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

環
境
放
射
線
等
の
監
視
及
び
測
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

立
地
し
た
原
子
力
施
設
の
安
全
性
に
関
す
る
こ
と
。

２

分
析
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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( )

一

環
境
放
射
線
等
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
八
条
第
二
項
中
第
三
十
二
号
を
削
り
、
第
三
十
三
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
三
十
四
号

か
ら
第
四
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
三
項
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を

第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第

七
号
中

｢
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

、｣

を
削
り
、

｢

、
母
子
及
び
寡

婦
福
祉
法｣

を

｢
及
び
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法｣

に
改
め
、

｢

及
び
知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三

十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

｣

を
削
り
、

｢

、
育
成
及
び
更
生｣

を

｢

及
び
育
成｣

に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

の
規
定
に
よ
る
知
的
障
害
者
居

宅
生
活
支
援
事
業
等
を
行
う
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四

療
育
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
十
八
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

に
定
め
る
保
護
の
措
置
に
関
す
る

こ
と
。

第
五
十
八
条
第
四
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
同
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

６

前
条
に
規
定
す
る
福
祉
部
の
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

福
祉
調
整
課

一

第
三
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

(

市
の
区
域
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
に

関
す
る
事
務
並
び
に
西
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、
鰺
ケ
沢
町
、
深

浦
町
及
び
岩
崎
村
の
区
域
に
係
る
同
項
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事

務

(

第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
中
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。)
を
除

く
。)

二

第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
所
管
区
域

(

市
の
区
域
を
除
く
。)

に
係
る
第
三
項
第
九
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

(

西
北
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
、

鰺
ケ
沢
町
、
深
浦
町
及
び
岩
崎
村
の
区
域
に
係
る
同
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。)

福
祉
推
進
課

第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
所
管
区
域

(

市
の
区
域
を
除
く
。)

に
係
る
第
三
項
第
十
三
号
に
掲

げ
る
事
務

福
祉
推
進
第
一
課
、
福
祉
推
進
第
二
課
及
び
福
祉
推
進
第
三
課

次
項
の
規
定
に
よ
る
担
当
区
域
に
係
る
第
三
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

第
五
十
八
条
第
八
項
及
び
第
九
項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中

｢

第
四
項
各
号｣

及
び

｢

第
四
項
第

二
号｣

を

｢

第
四
項
第
一
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
を
同
条
第
九

項
と
す
る
。

第
六
十
二
条
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

教
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
十
二
条
第
二
号
中
ニ
を
削
り
、
ホ
を
ニ
と
し
、
同
号
ヘ
中

｢

及
び
健
康
科
学
研
究
研
修
セ
ン

タ
ー｣

を

｢

、
健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
及
び
健
康
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
、
同
ヘ
を
同
号

ホ
と
し
、
同
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

科
学
研
究
費
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
十
七
条
第
一
項
中

｢

及
び
看
護
局｣

を

｢

、
看
護
局
、
医
療
連
携
室
及
び
総
合
周
産
期
母
子

医
療
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
室｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

精
神
科｣

を

｢

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
科｣

に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

医
療
連
携
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

医
療
機
関
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

二

看
護
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

三

医
療
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

５

総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
の
開
設
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
七
十
二
条
第
三
項
中

｢

看
護
部｣

を

｢

看
護
局｣

に

改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
表
中

｢

と
畜
検
査
第
一
課
、
と
畜
検
査
第
二
課
、
と
畜
検
査
第
三
課
、
食
鳥
検
査

課｣

を

｢

検
査
第
一
課
、
検
査
第
二
課
、
検
査
第
三
課
、
疾
病
鑑
定
課｣

に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
二
項
中｢

と
畜
検
査
第
一
課｣

を｢

検
査
第
一
課｣

に
、｢

第
一
号
及
び
第
三
号｣

を
｢

第
一
号
及
び
第
四
号｣

に
、

｢

と
し
、
と
畜
検
査
第
二
課｣

を

｢

並
び
に
第
二
号
に
掲
げ
る
事

務
(

三
戸
支
所
の
担
当
区
域
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

と
し
、
検
査
第
二
課｣

に
、

｢

と
畜
検
査
第

三
課｣
を

｢

検
査
第
三
課｣

に
、

｢

食
鳥
検
査
課｣

を

｢

疾
病
鑑
定
課｣

に
改
め
、

｢

第
二
号
及

び｣

を
削
り
、
同
項
第
一
号
中

｢

こ
と｣

の
下
に

｢
(

第
三
号
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。)

｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

｢

こ
と｣

の
下
に

｢
(

次
号
に
掲
げ
る
検
査
に
関
す
る
こ
と
を

除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

食
肉
に
係
る
精
密
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
十
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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( )

２

支
所
の
分
掌
事
務
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

第
九
十
二
条
第
一
項
中

｢

の
規
定
に
よ
り
、｣

を

｢

及
び
第
三
項
に
規
定
す
る｣

に
改
め
、

｢

次

の｣
を
削
り
、
各
号
を
削
る
。

第
九
十
四
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
、
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
、
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
を
短

期
間
入
所
さ
せ
て
必
要
な
保
護
を
行
う
こ
と
。

第
九
十
五
条
の
二
の
表
中

｢
｢

を

に
、

｣
｣

｢

指
導
科｣

を

｢

育
成
指
導
科｣

に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
の
三
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

整
形
外
科
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

二

児
童
の
理
学
療
法
に
関
す
る
こ
と
。

三

児
童
の
作
業
療
法
に
関
す
る
こ
と
。

四

児
童
の
言
語
療
法
に
関
す
る
こ
と
。

五

調
剤
及
び
製
剤
に
関
す
る
こ
と
。

六

処
方
せ
ん
の
整
理
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
十
五
条
の
三
第
五
項
中

｢

第
三
項｣

を

｢

第
四
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
第
四
項
中

｢

指
導
科｣

を

｢

育
成
指
導
科｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第

三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

小
児
科
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

二

調
剤
及
び
製
剤
に
関
す
る
こ
と
。

三

処
方
せ
ん
の
整
理
及
び
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

所
掌
事
務)

第
九
十
六
条

肢
体
不
自
由
児
施
設
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

肢
体
不
自
由
の
あ
る
児
童
を
治
療
す
る
と
と
も
に
、
独
立
自
活
に
必
要
な
知
識
技
能
を
与
え

る
こ
と
。

二

身
体
に
障
害
の
あ
る
児
童
、
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
、
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
を
短

期
間
入
所
さ
せ
て
必
要
な
保
護
を
行
う
こ
と
。

第
九
十
九
条
第
二
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
第
三
号
を
第
五

号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

児
童
の
作
業
療
法
に
関
す
る
こ
と
。

四

児
童
の
言
語
療
法
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
十
九
条
の
八
の
二
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
更
生
援
護
の
実
施
に
関
す
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調

整
、
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
の
実
施
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
十
九
条
の
八
の
三
第
二
項
中

｢

第
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
三
条
第
一
項｣

に
、

｢

第
十
九

条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
二
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
八
の
四
第
二
項
第
三
号
を
削
る
。

第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
の
款
名
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣

を

｢

商
工
労
働
部｣

に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
十
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
稼
労
働
者
に
係
る
相
談
及
び
実
態
調
査
に
関
す
る
事
務
に
関

す
る
県
外
情
報
セ
ン
タ
ー
の
担
当
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
中
第
一
目
の
二
か
ら
第
一
目
の
四
ま
で
を
削
り
、
第
二
目
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

第
二
目

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

所
掌
事
務)
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小
児
科

整
形
外
科

医
務
科

名

称

担

当

区

域

青
森
県
企
業
誘
致

東
京
情
報
セ
ン
タ
ー

茨
城
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
、
神
奈

川
県
、
新
潟
県
、
山
梨
県
、
長
野
県

青
森
県
北
海
道

情
報
セ
ン
タ
ー

北
海
道

青

森

県

大

阪

情
報
セ
ン
タ
ー

滋
賀
県
、
京
都
府
、
大
阪
府
、
兵
庫
県
、
奈
良
県
、
和
歌
山
県
、
鳥

取
県
、
島
根
県
、
岡
山
県
、
広
島
県
、
山
口
県
、
徳
島
県
、
香
川
県
、

愛
媛
県
、
高
知
県

青
森
県
名
古
屋

情
報
セ
ン
タ
ー

富
山
県
、
石
川
県
、
福
井
県
、
岐
阜
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
三
重

県

青

森

県

福

岡

情
報
セ
ン
タ
ー

福
岡
県
、
佐
賀
県
、
長
崎
県
、
熊
本
県
、
大
分
県
、
宮
崎
県
、
鹿
児

島
県
、
沖
縄
県



( )

第
百
条

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

工
業
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

工
業
に
関
す
る
技
術
の
産
学
官
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

三

工
業
に
関
す
る
技
術
の
調
査
及
び
普
及
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

四

依
頼
試
験
及
び
機
械
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

五

技
術
員
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

(

名
称
及
び
位
置)

第
百
条
の
二

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

内
部
組
織)

第
百
条
の
三

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
総
合
企
画
室
、
素
材
技
術
研
究
部
及
び
環
境
技
術
研
究

部
を
置
く
。

(

分
掌
事
務)

第
百
条
の
四

総
合
企
画
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

試
験
研
究
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

三

試
験
研
究
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

技
術
の
産
学
官
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

五

技
術
の
調
査
及
び
普
及
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

六

技
術
に
係
る
情
報
の
収
集
、
加
工
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

七

技
術
員
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

２

素
材
技
術
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
材
料
及
び
高
分
子
材
料
の
開
発
に
関
す
る
製
造
技
術
及
び
評
価
技
術
の

試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
材
料
開
発
に
関
す
る
製
造
技
術
及
び
評
価
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

３

環
境
技
術
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
及
び
省
資
源
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

環
境
負
荷
物
質
の
排
出
抑
制
技
術
、
回
収
技
術
、
処
理
技
術
等
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

(

弘
前
地
域
技
術
研
究
所)

第
百
条
の
五

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
弘
前
地
域
技
術
研
究
所
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

弘
前
地
域
技
術
研
究
所
に
技
術
普
及
部
、
生
命
科
学
研
究
部
及
び
生
活
技
術
研
究
部
を
置
く
。

３

技
術
普
及
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

技
術
の
調
査
及
び
普
及
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

依
頼
試
験
及
び
機
械
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

４

生
命
科
学
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

食
品
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

５

生
活
技
術
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

漆
器
、
木
工
品
、
陶
磁
器
等
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
及
び
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

住
宅
の
耐
久
性
及
び
快
適
性
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

(

八
戸
地
域
技
術
研
究
所)

第
百
条
の
六

工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
八
戸
地
域
技
術
研
究
所
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

八
戸
地
域
技
術
研
究
所
に
技
術
普
及
部
、
機
械
シ
ス
テ
ム
研
究
部
及
び
Ｆ
Ｐ
Ｄ
研
究
部
を
置
く
。

３

技
術
普
及
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

技
術
の
調
査
及
び
普
及
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

依
頼
試
験
及
び
機
械
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

４

機
械
シ
ス
テ
ム
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

金
属
材
料
の
加
工
技
術
及
び
機
械
加
工
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。
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名

称

位

置

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

青

森

市

名

称

位

置

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
弘
前
地
域
技
術
研
究
所

弘

前

市

名

称

位

置

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
八
戸
地
域
技
術
研
究
所

八

戸

市



( )

二

製
造
工
程
の
自
動
化
技
術
及
び
生
産
工
程
の
省
力
化
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

５

Ｆ
Ｐ
Ｄ
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
製
造
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

フ
ラ
ッ
ト
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
評
価
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
第
三
目
か
ら
第
九
目
ま
で
を
削
る
。

第
百
条
の
二
十
七
第
三
号
中

｢

前
各
号｣

を

｢

前
二
号｣

に
改
め
、
第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二

第
十
目
中
同
条
を
第
百
条
の
七
と
し
、
第
百
条
の
二
十
八
条
を
第
百
条
の
八
と
す
る
。

第
百
条
の
二
十
九
中

｢
、
当
該｣

を

｢

同
表
の｣

に
改
め
、
同
条
を
第
百
条
の
九
と
す
る
。

第
百
条
の
三
十
第
二
項
中

｢
建
築
内
装
系
イ
ン
テ
リ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
科
及
び
土
木
系
建
設
シ
ス
テ

ム
工
学
科｣

を

｢

土
木
系
建
設
シ
ス
テ
ム
工
学
科
及
び
造
園
科｣

に
改
め
、
同
条
を
第
百
条
の
十
と

し
、
第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
第
十
目
を
同
款
第
三
目
と
す
る
。

第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
第
十
一
目
を
削
る
。

第
百
条
の
三
十
五
中

｢

第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
四
号｣

を

｢

第
十
五
条
の
六
第
一
項
第
五
号｣

に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

前
各
号｣

を

｢

前
二
号｣
に
改
め
、
第
三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
第
十

二
目
中
同
条
を
第
百
条
の
十
一
と
し
、
第
百
条
の
三
十
六
を
第
百
条
の
十
二
と
し
、
第
百
条
の
三
十

七
を
第
百
条
の
十
三
と
し
、
第
百
条
の
三
十
八
を
第
百
条
の
十
四
と
し
、
同
目
を
同
款
第
四
目
と
す

る
。第

三
章
第
二
節
第
三
款
の
二
第
十
三
目
を
削
る
。

第
百
四
条
第
二
項
第
三
号
中

｢

農
業
試
験
場
病
害
虫
防
除
室
又
は
畑
作
園
芸
試
験
場
病
害
虫
防
除

室｣

を｢

病
害
虫
防
除
所｣

に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
中｢

山
村
振
興
等
農
林
漁
業
特
別
対
策
事
業｣

を

｢

新
山
村
振
興
等
農
林
漁
業
特
別
対
策
事
業｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
八
号
中

｢
鳥
獣
保
護
及

び
狩
猟｣

を｢

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化｣

に
改
め
、
同
条
第
十
項
た
だ
し
書
中｢
事
務
を｣

を

｢

事
務
の
う
ち
自
然
環
境
整
備
事
業
に
関
す
る
事
務
を｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

農
村
自
然

環
境
整
備
事
業｣

を

｢

農
村
振
興
総
合
整
備
事
業｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

田
園
整
備
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
四
条
第
十
一
項
た
だ
し
書
中

｢

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
に
あ
つ
て
は
、｣

を
削
り
、
同

項
第
六
号
及
び
同
条
第
十
二
項
第
十
七
号
中

｢

農
村
環
境
整
備
事
業｣

を

｢

農
村
振
興
整
備
事
業｣

に
改
め
る
。

第
三
章
第
二
節
第
四
款
第
二
目
か
ら
第
八
目
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
目

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

所
掌
事
務)

第
百
八
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

農
林
畜
産
業
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
林
畜
産
業
経
営
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

種
苗
の
育
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

四

植
物
の
検
疫
並
び
に
農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有
害
植
物
の
防
除
に
関
す
る
こ
と
。

五

農
業
上
有
用
な
遺
伝
形
質
を
有
す
る
生
物
資
源
の
収
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

六

家
畜
の
改
良
、
繁
殖
、
育
成
及
び
配
布
並
び
に
飼
料
の
栽
培
に
関
す
る
こ
と
。

七

家
畜
の
人
工
授
精
及
び
精
液
の
分
譲
並
び
に
家
畜
の
人
工
授
精
用
精
液
の
採
取
等
の
受
託
に

関
す
る
こ
と
。

八

林
木
等
の
種
子
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

九

鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

十

木
材
加
工
に
関
す
る
技
術
の
調
査
及
び
普
及
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

依
頼
試
験
、
木
材
加
工
の
受
託
及
び
機
械
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

専
門
事
項
に
係
る
改
良
普
及
員
の
指
導
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

技
術
員
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

(

名
称
及
び
位
置)

第
百
九
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

内
部
組
織)

第
百
十
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
総
務
室
、
総
合
企
画
室
、
経
営
研
究
室
、
普
及
指
導
室
、

水
稲
栽
培
部
、
水
稲
育
種
部
、
水
田
利
用
部
、
環
境
保
全
部
、
病
害
虫
防
除
室
、
藤
坂
稲
作
研
究

部
及
び
砂
丘
研
究
部
を
置
く
。

(
分
掌
事
務)

第
百
十
一
条

総
務
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

２

総
合
企
画
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

試
験
研
究
の
基
本
的
な
計
画
の
企
画
及
び
立
案
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

二

試
験
研
究
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

試
験
研
究
の
進
行
状
況
及
び
成
果
の
調
査
及
び
評
価
並
び
に
こ
れ
ら
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。
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四

試
験
研
究
の
成
果
等
の
広
報
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

３

経
営
研
究
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

農
業
経
営
の
改
善
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
業
経
済
及
び
農
産
物
流
通
経
済
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

農
村
生
活
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

農
業
技
術
の
経
済
評
価
及
び
そ
の
体
系
化
に
関
す
る
こ
と
。

４

普
及
指
導
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

専
門
事
項
に
係
る
改
良
普
及
員
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

専
門
事
項
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

専
門
事
項
に
係
る
地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
等
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

専
門
事
項
に
係
る
農
畜
産
物
の
生
産
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

５

水
稲
栽
培
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

稲
の
栽
培
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

稲
の
作
況
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

稲
に
係
る
農
業
機
械
及
び
農
業
施
設
の
利
用
及
び
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

６

水
稲
育
種
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

稲
の
品
種
改
良
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

稲
の
奨
励
品
種
の
原
原
種
の
生
産
及
び
原
種
の
増
殖
に
関
す
る
こ
と
。

７

水
田
利
用
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

水
田
の
高
度
利
用
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

転
換
畑
に
お
け
る
畑
作
物
及
び
野
菜
の
栽
培
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
畑
作
及
び
園
芸
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

８

環
境
保
全
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

農
業
環
境
の
保
全
及
び
管
理
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

土
壌
改
良
の
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

肥
料
取
締
り
に
係
る
肥
料
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

四

農
作
物
に
係
る
水
質
汚
濁
及
び
土
壌
汚
染
の
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

残
留
農
薬
に
関
す
る
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

六

農
業
気
象
及
び
農
業
災
害
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

七

稲
の
施
肥
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

９

病
害
虫
防
除
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

植
物
の
検
疫
に
関
す
る
こ
と
。

二

作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有
害
植
物
の
防
除
に
つ
い
て
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

三

市
町
村
、
農
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
が
行
う
農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有

害
植
物
の
防
除
に
対
す
る
指
導
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

四

農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
に
よ
る
損
害
の
発
生
予
察
事
業
に
関
す
る
こ

と
。

五

農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有
害
植
物
の
防
除
に
必
要
な
薬
剤
及
び
器
具
の
保
管
並

び
に
当
該
器
具
の
修
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
に
よ
る
損
害
の
発
生
予
察
に
関
す
る
調
査
及

び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

七

そ
の
他
農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有
害
植
物
の
防
除
に
関
す
る
こ
と
。

八

稲
の
病
害
虫
防
除
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

10

藤
坂
稲
作
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

寒
冷
地
向
け
の
稲
の
品
種
の
改
良
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

稲
の
冷
害
防
止
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

稲
の
栽
培
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

稲
の
作
況
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

農
業
気
象
の
観
測
に
関
す
る
こ
と
。

11

砂
丘
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

砂
丘
地
に
お
け
る
農
作
物
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
業
気
象
の
観
測
に
関
す
る
こ
と
。

(

病
害
虫
防
除
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域)

第
百
十
二
条

病
害
虫
防
除
室
の
病
害
虫
防
除
所
と
し
て
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
行
政

機
関
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(

グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー)

第
百
十
三
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び

位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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２

グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
に
遺
伝
子
工
学
研
究
部
、
細
胞
工
学
研
究
部
及
び
微
生
物
工
学
研

究
部
を
置
く
。

３

遺
伝
子
工
学
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

遺
伝
子
操
作
技
術
の
利
活
用
に
よ
る
有
用
な
遺
伝
形
質
を
有
す
る
育
種
素
材
の
開
発
に
係
る

試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
試
験
研
究
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
育
種
素
材
を
利
用
し
た
野
菜
及
び
花
き
の
品
種
改
良

の
試
験
研
究

(

品
種
の
適
応
性
等
の
試
験
研
究
を
除
く
。)

に
関
す
る
こ
と
。

４

細
胞
工
学
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

組
織
培
養
技
術
の
利
活
用
に
よ
る
有
用
な
遺
伝
形
質
を
有
す
る
育
種
素
材
の
開
発
に
係
る
試

験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
試
験
研
究
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
育
種
素
材
を
利
用
し
た
野
菜
及
び
花
き
の
品
種
改
良

の
試
験
研
究

(

品
種
の
適
応
性
等
の
試
験
研
究
を
除
く
。)
に
関
す
る
こ
と
。

三

組
織
培
養
技
術
の
利
活
用
に
よ
る
優
良
種
苗
の
大
量
増
殖
技
術
の
開
発
に
係
る
試
験
研
究
に

関
す
る
こ
と
。

四

農
業
上
有
用
な
遺
伝
形
質
を
有
す
る
生
物
資
源
の
収
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

５

微
生
物
工
学
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

微
生
物
の
利
活
用
に
よ
る
生
物
農
薬
の
開
発
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

微
生
物
の
利
活
用
に
よ
る
土
壌
管
理
技
術
の
開
発
に
係
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

(

畑
作
園
芸
試
験
場)

第
百
十
四
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
畑
作
園
芸
試
験
場
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

畑
作
園
芸
試
験
場
に
栽
培
部
、
作
物
改
良
部
及
び
病
害
虫
防
除
室
を
置
く
。

３

栽
培
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

畑
作
物
及
び
野
菜
の
栽
培
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

畑
作
物
及
び
野
菜
の
作
況
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

畑
作
物
及
び
野
菜
に
係
る
農
業
機
械
及
び
農
業
施
設
の
利
用
及
び
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す

る
こ
と
。

四

野
菜
の
鮮
度
保
持
及
び
貯
蔵
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

畑
地
の
か
ん
が
い
栽
培
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

六

農
業
気
象
の
観
測
に
関
す
る
こ
と
。

４

作
物
改
良
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

畑
作
物
の
品
種
改
良
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

野
菜
の
品
種
の
適
応
性
等
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

畑
作
物
の
奨
励
品
種
の
原
原
種
の
生
産
及
び
原
種
の
増
殖
に
関
す
る
こ
と
。

四

野
菜
の
種
苗
生
産
に
関
す
る
こ
と
。

５

病
害
虫
防
除
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

植
物
の
検
疫
に
関
す
る
こ
と
。

二

作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有
害
植
物
の
防
除
に
つ
い
て
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

三

市
町
村
、
農
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
が
行
う
農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有

害
植
物
の
防
除
に
対
す
る
指
導
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

四

農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
又
は
有
害
植
物
に
よ
る
損
害
の
発
生
予
察
事
業
に
関
す
る
こ

と
。

五

農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有
害
植
物
の
防
除
に
必
要
な
薬
剤
及
び
器
具
の
保
管
並

び
に
当
該
器
具
の
修
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
農
作
物
に
つ
い
て
の
有
害
動
物
及
び
有
害
植
物
の
防
除
に
関
す
る
こ
と
。

七

畑
作
物
及
び
野
菜
の
病
害
虫
防
除
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

八

畑
作
物
及
び
野
菜
の
土
壌
管
理
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

九

畑
作
物
及
び
野
菜
の
施
肥
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

(
病
害
虫
防
除
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域)

第
百
十
五
条

病
害
虫
防
除
室
の
病
害
虫
防
除
所
と
し
て
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
行
政

機
関
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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名

称

位

置

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー

青

森

市

名

称

位

置

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畑
作
園
芸
試
験
場

上
北
郡
六
戸
町

名

称

位

置

所

管

区

域

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

畑
作
園
芸
試
験
場
病
害
虫
防
除
室

上
北
郡

六
戸
町

八
戸
市
、
十
和
田
市
、
三
沢
市
、
む
つ
市
、

上
北
郡
、
下
北
郡
、
三
戸
郡



( )
(

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー)

第
百
十
六
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
に
栽
培
開
発
部
、
生
産
技
術
部
及
び
普
及
技
術
部
を
置
く
。

３

栽
培
開
発
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

花
き
の
栽
培
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

花
き
の
品
種
改
良
の
試
験
研
究

(
遺
伝
子
操
作
技
術
又
は
組
織
培
養
技
術
の
利
活
用
に
よ
る

有
用
な
遺
伝
形
質
を
有
す
る
育
種
素
材
の
開
発
に
係
る
試
験
研
究
に
よ
り
開
発
さ
れ
た
育
種
素

材
を
利
用
し
た
花
き
の
品
種
改
良
の
試
験
研
究
に
あ
つ
て
は
、
品
種
の
適
応
性
等
の
試
験
研
究

に
限
る
。)

に
関
す
る
こ
と
。

三

花
き
の
種
苗
生
産
に
関
す
る
こ
と
。

４

生
産
技
術
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

花
き
に
係
る
農
業
機
械
及
び
農
業
施
設
の
利
用
及
び
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

花
き
の
病
害
虫
防
除
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

花
き
の
土
壌
管
理
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

花
き
の
施
肥
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

花
き
の
鮮
度
保
持
及
び
貯
蔵
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

５

普
及
技
術
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

花
き
の
栽
培
改
善
、
施
設
生
産
、
病
害
虫
防
除
等
に
係
る
技
術
の
体
系
化
に
関
す
る
試
験
研

究
に
関
す
る
こ
と
。

二

花
き
の
栽
培
改
善
、
施
設
生
産
、
病
害
虫
防
除
等
に
係
る
技
術
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

(

り
ん
ご
試
験
場)

第
百
十
七
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
り
ん
ご
試
験
場
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

２

り
ん
ご
試
験
場
に
栽
培
部
、
育
種
部
、
病
虫
肥
料
部
及
び
県
南
果
樹
研
究
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

３

栽
培
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

り
ん
ご
そ
の
他
の
果
樹
の
栽
培
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

り
ん
ご
そ
の
他
の
果
樹
に
係
る
農
業
機
械
及
び
農
業
施
設
の
利
用
及
び
改
善
の
試
験
研
究
に

関
す
る
こ
と
。

三

り
ん
ご
そ
の
他
の
果
実
の
鮮
度
保
持
及
び
貯
蔵
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

農
業
気
象
の
観
測
に
関
す
る
こ
と
。

４

育
種
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

り
ん
ご
そ
の
他
の
果
樹
の
品
種
改
良
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

り
ん
ご
の
種
苗
生
産
に
関
す
る
こ
と
。

５

病
虫
肥
料
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

り
ん
ご
そ
の
他
の
果
樹
の
病
害
虫
防
除
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

り
ん
ご
そ
の
他
の
果
樹
の
土
壌
管
理
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

り
ん
ご
そ
の
他
の
果
樹
の
施
肥
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

り
ん
ご
そ
の
他
の
果
樹
の
樹
体
栄
養
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

６

県
南
果
樹
研
究
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

果
樹
の
栽
培
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

果
樹
の
品
種
改
良
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

果
樹
に
係
る
農
業
機
械
及
び
農
業
施
設
の
利
用
及
び
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

果
実
の
鮮
度
保
持
及
び
貯
蔵
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

果
樹
の
種
苗
生
産
に
関
す
る
こ
と
。

六

農
業
気
象
の
観
測
に
関
す
る
こ
と
。

七

果
樹
の
病
害
虫
防
除
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

八

果
樹
の
土
壌
管
理
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

九

果
樹
の
施
肥
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

(
畜
産
試
験
場)

第
百
十
八
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
畜
産
試
験
場
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
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名

称

位

置

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
21
あ
お
も
り

青

森

市

名

称

位

置

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
り
ん
ご
試
験
場

黒

石

市

名

称

位

置

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場

上
北
郡
野
辺
地
町



( )

２

畜
産
試
験
場
に
繁
殖
技
術
研
究
部
、
家
畜
部
、
草
地
飼
料
部
、
養
鶏
部
、
和
牛
改
良
技
術
セ
ン

タ
ー
及
び
和
牛
改
良
資
源
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

３

繁
殖
技
術
研
究
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

受
精
卵
移
植
そ
の
他
の
家
畜
の
繁
殖
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

家
畜
の
人
工
授
精
用
精
液
の
採
取
、
保
管
及
び
分
譲
並
び
に
家
畜
の
人
工
授
精
用
精
液
の
採

取
等
の
受
託
に
関
す
る
こ
と
。

４

家
畜
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

家
畜
の
改
良
、
育
成
及
び
飼
養
管
理
技
術
の
試
験
研
究
並
び
に
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

二

家
畜
の
能
力
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

５

草
地
飼
料
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

飼
料
作
物
の
品
種
改
良
及
び
栽
培
改
善
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

飼
料
作
物
の
病
害
虫
及
び
害
草
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

草
地
の
土
壌
改
良
及
び
飼
料
作
物
の
施
肥
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

草
地
管
理
機
械
の
利
用
及
び
改
善
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

飼
料
の
調
整
、
加
工
、
貯
蔵
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

六

農
業
気
象
に
関
す
る
こ
と
。

６

養
鶏
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

鶏
の
育
種
及
び
改
良
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

鶏
の
飼
養
管
理
技
術
の
向
上
及
び
経
営
改
善
に
つ
い
て
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

種
鶏
、
種
ひ
な
及
び
種
卵
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

７

和
牛
改
良
技
術
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

肉
用
牛
の
改
良
、
繁
殖
、
育
成
及
び
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

二

肉
用
牛
の
能
力
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

肉
用
牛
の
人
工
授
精
用
精
液
の
採
取
、
保
管
及
び
分
譲
に
関
す
る
こ
と
。

四

飼
料
作
物
の
栽
培
に
関
す
る
こ
と
。

８

和
牛
改
良
資
源
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

受
精
卵
移
植
技
術
を
利
用
し
た
肉
用
種
雄
候
補
牛
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
。

二

ク
ロ
ー
ン
検
定
の
実
用
化
実
験
に
関
す
る
こ
と
。

三

肉
用
牛
の
人
工
授
精
用
精
液
の
採
取
、
収
集
、
保
管
及
び
分
譲
並
び
に
肉
用
牛
の
人
工
授
精

用
精
液
の
採
取
等
の
受
託
に
関
す
る
こ
と
。

(

林
業
試
験
場)

第
百
十
九
条

農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
林
業
試
験
場
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

２

林
業
試
験
場
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

森
林
管
理
及
び
林
業
経
営
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

林
木
等
の
育
種
及
び
育
苗
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

林
木
等
の
育
成
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

森
林
立
地
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

林
木
の
病
虫
獣
害
、
雪
害
、
風
害
等
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

六

水
資
源
か
ん
養
等
の
公
益
的
な
森
林
機
能
の
発
揮
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

七

森
林
気
象
の
観
測
に
関
す
る
こ
と
。

八

実
験
林
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

九

林
木
等
の
種
子
の
配
布
に
関
す
る
こ
と
。

十

木
材
の
品
質
等
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

製
材
技
術
、
木
材
の
乾
燥
技
術
等
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

食
用
き
の
こ
類
そ
の
他
の
特
用
林
産
物
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

木
材
加
工
に
関
す
る
技
術
の
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

木
工
品
に
関
す
る
試
験
研
究
の
総
合
的
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

木
工
品
に
係
る
展
示
会
、
研
究
会
、
講
習
会
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

木
工
品
の
工
作
及
び
塗
装
の
技
術
に
関
す
る
試
験
研
究
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

木
工
品
の
材
料
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

依
頼
試
験
、
木
材
加
工
の
受
託
及
び
機
械
の
貸
付
け
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

鳥
獣
保
護
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

技
術
員
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

３

林
業
試
験
場
に
育
林
環
境
部
、
林
産
部
及
び
加
工
技
術
部
を
置
く
。

４

前
項
に
規
定
す
る
林
業
試
験
場
の
各
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

育
林
環
境
部

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務

林
産
部
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名

称

位

置

青
森
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農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
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業
試
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場

東
津
軽
郡
平
内
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( )

第
二
項
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
に
掲
げ
る
事
務
中

木
工
技
術
員
の
育
成
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。)

加
工
技
術
部

第
二
項
第
十
三
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
及
び
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務

(

同
号
に
掲
げ
る
事
務

中
木
工
技
術
員
の
育
成
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。)

第
三
目

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

(

所
掌
事
務)

第
百
二
十
条

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

水
産
業

(

水
産
物
の
加
工
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

水
産
資
源
の
開
発
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

水
産
業(

水
産
物
の
加
工
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す
る
技
術
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

四

水
産
動
植
物
の
種
苗
の
生
産
及
び
供
給
に
関
す
る
こ
と
。

五

魚
病
の
調
査
、
予
防
等
に
関
す
る
こ
と
。

(

名
称
及
び
位
置)

第
百
二
十
一
条

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

内
部
組
織)

第
百
二
十
二
条

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
総
合
企
画
室
、
資
源
管
理
部
、
漁
業
開
発
部
、
漁
場

環
境
部
及
び
八
戸
漁
業
用
海
岸
局
を
置
く
。

(

分
掌
事
務)

第
百
二
十
三
条

総
合
企
画
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

試
験
研
究
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２

資
源
管
理
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

水
産
動
植
物
の
資
源
の
管
理
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

水
産
動
植
物
の
生
態
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

漁
業
の
経
営
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

３

漁
業
開
発
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

水
産
動
植
物
の
資
源
の
開
発
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

漁
具
及
び
漁
法
の
開
発
及
び
改
良
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

栽
培
漁
業
の
定
着
促
進
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

沿
岸
漁
場
の
整
備
開
発
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

４

漁
場
環
境
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

漁
場
環
境
の
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

漁
況
及
び
海
況
に
関
す
る
調
査
研
究
並
び
に
こ
れ
ら
の
速
報
に
関
す
る
こ
と
。

三

試
験
船
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

５

八
戸
漁
業
用
海
岸
局
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

漁
船
と
の
指
導
監
督
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

(

増
養
殖
研
究
所)

第
百
二
十
四
条

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
増
養
殖
研
究
所
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

増
養
殖
研
究
所
に
浅
海
環
境
部
、
ほ
た
て
貝
部
、
魚
類
部
及
び
磯
根
資
源
部
を
置
く
。

３

浅
海
環
境
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

浅
海
に
お
け
る
水
産
資
源
の
開
発
の
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

浅
海
に
お
け
る
漁
場
環
境
の
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

海
洋
観
測
及
び
海
況
予
報
に
関
す
る
こ
と
。

四

試
験
船
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

４

ほ
た
て
貝
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ほ
た
て
貝
の
漁
場
の
管
理
技
術
及
び
生
理
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

ほ
た
て
貝
及
び
そ
の
他
の
貝
類

(

磯
根
資
源
部
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
増
養
殖

の
調
査
、
試
験
研
究
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三

ほ
た
て
貝
及
び
そ
の
他
の
貝
類

(

磯
根
資
源
部
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
種
苗
の

生
産
及
び
供
給
に
関
す
る
こ
と
。

５

魚
類
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

魚
類
の
増
養
殖
の
調
査
、
試
験
研
究
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
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軽
郡
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内
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( )

二

魚
類
の
種
苗
の
生
産
及
び
供
給
に
関
す
る
こ
と
。

三

海
面
に
お
け
る
魚
病
の
調
査
、
予
防
等
に
関
す
る
こ
と
。

６

磯
根
資
源
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

磯
根
資
源
の
増
養
殖
の
調
査
、
試
験
研
究
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

磯
根
資
源
の
種
苗
の
生
産
及
び
供
給
に
関
す
る
こ
と
。

(

内
水
面
研
究
所)

第
百
二
十
五
条

水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
内
水
面
研
究
所
を
置
き
、
そ
の
名
称
及
び
位
置
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

内
水
面
研
究
所
に
研
究
開
発
部
及
び
調
査
普
及
部
を
置
く
。

３

研
究
開
発
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

水
産
動
植
物
の
増
養
殖
に
関
す
る
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

水
産
動
植
物
の
種
苗
の
生
産
及
び
供
給
に
関
す
る
こ
と
。

三

内
水
面
に
お
け
る
魚
病
の
調
査
、
予
防
等
に
関
す
る
こ
と
。

４

調
査
普
及
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

水
産
資
源
の
開
発
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

水
産
動
植
物
の
増
養
殖
技
術
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三

水
質
及
び
底
質
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
目

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー

(

所
掌
事
務)

第
百
二
十
六
条

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
次
の
事
務
を
所
掌
す
る
。

一

農
林
畜
水
産
物
の
加
工
に
関
す
る
試
験
研
究
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
林
畜
水
産
物
を
加
工
し
た
食
品
の
販
売
流
通
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
指
導
に
関
す
る
こ

と
。

三

農
林
畜
水
産
物
を
加
工
し
た
食
品
の
成
分
の
分
析
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

木
工
品
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
設
計
に
関
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

(

名
称
及
び
位
置)

第
百
二
十
七
条

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(

内
部
組
織)

第
百
二
十
八
条

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
に
総
合
企
画
室
、
水
産
食
品
開
発
部
及
び
水
産
加

工
普
及
部
を
置
く
。

(

分
掌
事
務)

第
百
二
十
九
条

総
合
企
画
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

試
験
研
究
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

２

水
産
食
品
開
発
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

水
産
物
加
工
利
用
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二

加
工
水
産
物
の
改
良
に
係
る
調
査
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

水
産
物
の
理
化
学
的
、
生
物
学
的
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

３

水
産
加
工
普
及
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

水
産
物
加
工
技
術
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

水
産
物
加
工
浄
化
排
水
処
理
に
係
る
調
査
、
試
験
研
究
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三

食
品
添
加
物
の
調
査
、
指
導
及
び
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

(

下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー)

第
百
三
十
条

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
に
下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
を
置
き
、
そ

の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
に
研
究
開
発
部
及
び
指
導
普
及
部
を
置
く
。

３

研
究
開
発
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

農
林
水
産
物
を
加
工
し
た
食
品
の
商
品
化
に
関
す
る
技
術
の
試
験
研
究
に
関
す
る
こ
と

(

指

導
普
及
部
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

。

二

農
林
水
産
物
を
加
工
し
た
食
品
の
販
売
流
通
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。
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市
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北
郡
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( )

４

指
導
普
及
部
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

農
林
水
産
物
を
加
工
し
た
食
品
の
商
品
化
に
関
す
る
技
術
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

二

商
品
デ
ザ
イ
ン
及
び
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

農
林
水
産
物
を
加
工
し
た
食
品
の
販
売
流
通
に
関
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

四

農
林
水
産
物
を
加
工
し
た
食
品
の
成
分
の
分
析
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

木
工
品
の
デ
ザ
イ
ン
及
び
設
計
に
関
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

(

農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー)

第
百
三
十
一
条

ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
に
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
を
置
き
、
そ
の
名

称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

農
畜
産
物
そ
の
他
の
食
品
の
加
工
及
び
流
通
に
関
す
る
試
験
研
究
及
び
技
術
指
導
に
関
す
る

こ
と
。

二

農
畜
産
物
そ
の
他
の
食
品
の
分
析
、
鑑
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

３

農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
に
加
工
指
導
部
及
び
つ
が
る
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー
を
置
く
。

４

加
工
指
導
部
の
分
掌
事
務
は
、
県
南
地
域
に
お
け
る
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

５

つ
が
る
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
は
、
津
軽
地
域
に
お
け
る
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

事
務
と
す
る
。第

五
目
か
ら
第
八
目
ま
で

削
除

第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
条
ま
で

削
除

第
三
章
第
二
節
第
四
款
第
十
一
目
か
ら
第
十
八
目
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
目
か
ら
第
十
八
目
ま
で

削
除

第
百
四
十
八
条
か
ら
第
百
七
十
九
条
ま
で

削
除

第
二
百
十
四
条
第
二
項
中

｢

、
八
戸
県
土
整
備
事
務
所｣

を
削
る
。

第
二
百
十
七
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
ホ
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
青
森
県
土
整
備
事
務

所
に
限
る
。

第
二
百
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
ホ
を
ト
と
し
、
ニ
を
ヘ
と
し
、
同
ヘ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

ホ

柳
町
駐
車
場
の
駐
車
料
金

第
二
百
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ハ
中

｢

、
変
更
の
認
可
等｣

を
削
り
、
同
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同

号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

採
石
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号)

の
規
定
に
よ
る
岩
石
採
取
計
画
の
認

可
に
係
る
手
数
料

第
二
百
十
七
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

解
体
工
事
業
者
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
百
十
七
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
限
る
。

第
二
百
十
七
条
第
二
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中

｢
(

河
川
区
域
、
河
川
保
全
区
域
及
び
国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産

(

港
湾
区
域
及
び
港
湾
隣
接

地
域
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。)

の
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第

三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
百
十
七
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

柳
町
駐
車
場
に
係
る
事
務
的
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
百
十
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
中

｢

か
ら
第
五
号
ま
で｣

を

｢

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
に

あ
つ
て
は
八
戸
県
土
整
備
事
務
所
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で｣

に
、

｢

あ
つ
て
は
、｣

を

｢

あ
つ

て
は｣

に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中

｢
(

河
川
区
域
、
河
川
保
全
区
域
及
び
国
土
交
通
省
所
管
の
国
有
財
産

(

港
湾
区
域
及
び
港
湾
隣
接

地
域
に
所
在
す
る
も
の
を
除
く
。)

の
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第

六
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

採
石
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
百
十
七
条
第
三
項
中
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

日
本
鉄
道
建
設
公
団
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
東
北
新
幹
線
の
建
設
の
事
業
の
用
に
供
す
る

用
地
の
買
収
及
び
補
償
並
び
に
用
地
の
買
収
に
伴
う
登
記
の
嘱
託
に
関
す
る
こ
と
。

三

関
係
行
政
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
東
北
新
幹
線
の
建
設
に
関
す
る
事
務
の
連
絡
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

第
二
百
十
七
条
第
四
項
中｢

第
七
号｣

を｢

第
八
号｣

に
、｢

第
九
号｣

を｢

第
十
号｣

に
改
め
、

第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。
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名

称

位

置

青
森
県
ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー

上
北
郡
六
戸
町



( )

六

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号)

の

施
行
に
関
す
る
こ
と

(

総
務
室
及
び
建
築
指
導
課
に
お
い
て
分
掌
す
る
事
務
を
除
く
。)

。

第
二
百
十
七
条
第
五
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
青
森
県
土
整
備
事
務
所
に
限
る
。

第
二
百
十
七
条
第
五
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

柳
町
駐
車
場
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

イ

工
事
の
調
査
、
設
計
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

ロ

工
事
用
材
料
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

ハ

そ
の
他
技
術
的
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
百
十
七
条
第
十
一
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号

中

｢

に
係
る｣

を

｢
(

教
育
長
及
び
警
察
本
部
長
か
ら
委
託
さ
れ
た
工
事
を
含
む
。)

に
係
る
調

査
、｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号

と
し
、
同
項
第
五
号
中

｢

管
理｣

を

｢

建
設
及
び
管
理｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同

項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

建
設
工
事
に
係
る
分
別
解
体
等
の
実
施
及
び
再
資
源
化
等
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
百
十
八
条
の
表
中

｢

青
森
県
土
整
備
事
務
所
浅
虫
・
駒
込
ダ
ム
建
設
所｣

を

｢

青
森
県
土
整

備
事
務
所
駒
込
ダ
ム
建
設
所｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
二
百
二
十
条
第
一
項
の
表
中

｢

青
森
港
の｣

を

｢

青
森
港
及
び
小
湊
港
の｣

に
、

｢
む
つ
小
川

原
港
の｣

を

｢

む
つ
小
川
原
港
及
び
野
辺
地
港
の｣

に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
三
条
の
表
八
戸
新
幹
線
事
務
所
の
項
を
削
る
。

第
二
百
四
十
五
条
の
見
出
し
中

｢

、
参
与｣

を
削
り
、
同
条
第
一
項
の
表
中

｢

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

及
び
参
与｣

及
び

｢

青
森
県
職

｣

業
能
力
開
発
審
議
会
の｣

を
削
る
。

別
表
第
一
中

｢

第
二
十
一
条｣

を

｢

第
二
十
四
条
の
二｣

に
改
め
、
総
務
部
総
務
学
事
課
の
項
を

削
り
、
同
表
総
務
部
工
事
検
査
室
の
項
中

｢

総
務
部
工
事
検
査
室｣

を

｢

総
務
部
工
事
検
査
課｣

に

改
め
、
同
表
企
画
振
興
部
市
町
村
振
興
課
の
項
、
企
画
振
興
部
情
報
政
策
課
の
項
及
び
環
境
生
活
部

環
境
政
策
課
の
項
を
削
り
、
同
表
環
境
生
活
部
美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
室
の
項
中

｢

環
境
生
活
部
美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
室｣

を

｢

環
境
生
活
部
美
術
館
整
備
・
芸
術

パ
ー
ク
構
想
推
進
課｣

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
の
項
を
削
り
、
同
表
健
康
福
祉
部
健
康
医
療
課

の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
薬
務
衛
生
課
の
項
中

｢

並
び
に
薬
局
開
設
者
等
の
指
導
の｣

を

｢

、
薬
局

開
設
者
等
の
指
導
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た｣

に
改
め
、
同
表
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
保
険
課
の
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
か
ら
農
林
水
産
部
農
林
水
産
政
策
課
の
項
ま
で
及

び
農
林
水
産
部
流
通
加
工
課
の
項
か
ら
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
の
項
ま
で
を
削
る
。

別
表
第
三
青
森
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
青
森
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

、

次
長｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

次
長
二
人｣

を

｢

次
長｣

に
改
め
、

｢

、
局
長｣

を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
の
項
中

｢

、
健
康
づ
く
り
推
進
監

(

中
南
地
方
健
康
福
祉

こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。)

｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
立
保
健
大
学
の
項
中

｢

学
部
長｣

の
下
に

｢

、
研
究
科
長｣
を
加
え
、

｢

健
康
科
学
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー
長｣

を

｢

健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー

長
、
健
康
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
長｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
立
中
央
病
院
の
項
中

｢

及
び
臨
床
検
査

部｣

を

｢

、
臨
床
検
査
部
及
び
栄
養
管
理
部｣

に
、
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一

浅
虫
ダ
ム
の
建
設
及
び
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二

駒
込
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

一

駒
込
ダ
ム
の
建
設
に
関
す
る
こ
と
。

二

浅
虫
川
浅
虫
ダ
ム
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

青
森
港
地
方
港
湾
審
議
会

八
戸
港
地
方
港
湾
審
議
会

む
つ
小
川
原
港
地
方
港
湾
審
議
会

歯
科
衛
生
指

導
監

歯
科
衛
生
に
必
要
な
措
置
に
係
る
計
画
の
樹
立
及
び
調
査
、

歯
科
医
療
機
関
の
指
導
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従

事
す
る
。

健
康
福
祉
部

健
康
医
療
課

看
護
指
導
監

看
護
職
員
の
養
成
及
び
確
保
に
関
す
る
企
画
、
調
整
及
び
指

導
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。

健
康
福
祉
部

高
齢
福
祉

保

険

課

医
療
指
導
監

保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬

剤
師
の
指
導
、
質
問
、
検
査
等
並
び
に
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
事

務
に
従
事
す
る
。

青
森
県
原
子
力
セ

ン
タ
ー

所
長
、
次
長
、
課
長



( )
｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
表
青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院
の
項
中

｢

看
護
部｣

を

｢

看
護
局｣

に
、

｢

部
長
、
副
看

護
部
長｣

を

｢

局
長
、
次
長｣

に
改
め
、
同
表
保
健
所
の
項
中

｢
二
人)

｣

の
下
に

｢

、
保
健
医
長

(

弘
前
保
健
所
、
八
戸
保
健
所
及
び
上
十
三
保
健
所
に
限
る
。)
、
衛
生
指
導
監

(

む
つ
保
健
所
を

除
く
。)

、
歯
科
衛
生
推
進
監

(

青
森
保
健
所
に
限
る
。)
｣

を
加
え
、
同
表
福
祉
事
務
所
の
項
中

｢

次
長｣

の
下
に

｢

、
監
査
指
導
監｣

を
加
え
、
同
表
青
森
県
計
量
検
定
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

別
表
第
三
青
森
県
産
業
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー
の
項
か
ら
青
森
県
機
械
金
属
技
術
研
究
所
の
項
ま
で

を
削
り
、
同
表
農
林
水
産
事
務
所
の
項
中｢

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
に
限
る
。)

｣

の
下
に｢

、

農
産
園
芸
推
進
監

(

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、
同
表
青
森
県
農
業
研
究

推
進
セ
ン
タ
ー
の
項
か
ら
青
森
県
農
業
試
験
場
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
三
青
森
県
畑
作
園
芸
試
験
場
の
項
か
ら
青
森
県
畜
産
試
験
場
の
項
ま
で
及
び
青
森
県
農
産

物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
の
項
か
ら
青
森
県
内
水
面
水
産
試
験
場
の
項
ま
で
を
削
り
、
同
表
県
土
整
備

事
務
所
の
項
中

｢

及
び
八
戸
県
土
整
備
事
務
所｣

を

｢

、
八
戸
県
土
整
備
事
務
所
及
び
十
和
田
県
土

整
備
事
務
所｣

に
改
め
、
同
表
各
出
先
機
関
共
通
の
項
中

｢

場
、｣

を
削
る
。

別
表
第
四
第
一
号
の
表
所(

場
、
院
、
園
、
校
、
学
院
、
館)

長
の
項
中｢

場
、
院
、｣

を
削
り
、

同
表
総
括
研
究
管
理
員
の
項
及
び
研
究
管
理
員
の
項
を
削
り
、
同
表
部
長
の
項
中

｢

部
長｣

の
下
に

｢
(

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

(

三
戸
地
方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

の
福
祉
部

及
び
こ
ど
も
相
談
部
、
青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
藤
坂
稲
作
研
究
部
及
び
砂
丘
研
究
部
、

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
養
鶏
部
並
び
に
青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
林

業
試
験
場
加
工
技
術
部
の
部
長
を
除
く
。)

｣

を
加
え
、
同
表
中

｢

を
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看

護

局

局
長
、
次
長
、
看
護
指
導
監
二
人
、
総
括

主
幹
看
護
師
、
看
護
班
長
、
主
幹
看
護
師
、

総
括
主
任
看
護
師
、
主
任
看
護
師

総
合
周
産
期

母
子
医
療
セ

ン
タ
ー
開
設

準
備
室

医
療
連
携
室

看

護

局

室
長
、
室
長
補
佐

室
長
、
次
長

局
長
、
次
長
、
看
護
指
導
監
二
人
、
総
括

主
幹
看
護
師
、
看
護
班
長
、
主
幹
看
護
師
、

総
括
主
任
看
護
師
、
主
任
看
護
師

青
森
県
工
業
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー

所
長
、
次
長
、
総
括
研
究
管
理
監
、
室
長
、
研
究
調
整
監
、
部
長
、
弘

前
地
域
技
術
研
究
所
長
、
八
戸
地
域
技
術
研
究
所
長
、
八
戸
地
域
技
術

研
究
所
副
所
長

青
森
県
農
林
総
合

所
長
、
次
長
二
人
、
室
長
、
研
究
調
整
監
、
総
務
管
理
監
、
部
長
、
グ

リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
所
長
、
畑
作
園
芸
試
験
場
長
、
フ
ラ
ワ
ー
セ

ン
タ
ー
21
あ
お
も
り
所
長
、
り
ん
ご
試
験
場
長
、
畜
産
試
験
場
長
、
林

研
究
セ
ン
タ
ー

業
試
験
場
長
、
県
南
果
樹
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
、
和
牛
改
良
技
術
セ
ン

タ
ー
所
長
、
和
牛
改
良
資
源
セ
ン
タ
ー
所
長

青
森
県
水
産
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー

所
長
、
次
長
、
室
長
、
研
究
調
整
監
、
総
務
管
理
監
、
部
長
、
局
長
、

増
養
殖
研
究
所
長
、
内
水
面
研
究
所
長

青
森
県
ふ
る
さ
と

食
品
研
究
セ
ン
タ

ー

所
長
、
次
長
、
室
長
、
研
究
調
整
監
、
部
長
、
下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開

発
セ
ン
タ
ー
所
長
、
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
所
長
、
農
産
物
加
工

指
導
セ
ン
タ
ー
次
長
、
つ
が
る
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー
所
長

県

南

果

樹

研

究

セ

ン

タ

ー

所

長

漁

港

漁

場

整

備

事

務

所

長

水

産

事

務

所

長

水

産

業

改

良

普

及

所

長

家

畜

保

健

衛

生

所

長

地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
所
長

局

長

分

場

長

支

場

長

環

境

管

理

事

務

所

長

支

所

長

当
該
所

(

場
、
局)

の
事
務
を
掌

理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督

す
る
。



( )

｣

｢

に
｣

改
め
、
別
表
第
四
第
二
号
の
表
健
康
づ
く
り
推
進
監
の
項
を
削
り
、
同
表
総
括
研
究
管
理
監
の
項
中

｢

工
業
に
係
る
先
端
技
術
に
関
す
る｣

を
削
り
、
同
表
研
究
管
理
監
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
二
号
の
表
り
ん
ご
生
産
指
導
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
第
二
号
の
表
研
究
技
監
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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ダ

ム

管

理

所

長

港

湾

管

理

所

長

都

市

公

園

事

務

所

長

ダ

ム

建

設

所

長

つ
が
る
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー
所
長

和

牛

改

良

資

源

セ

ン

タ

ー

所

長

和

牛

改

良

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
所
長

下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー
所
長

内

水

面

研

究

所

長

増

養

殖

研

究

所

長

林

業

試

験

場

長

畜

産

試

験

場

長

り

ん

ご

試

験

場

長

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
21
あ
お
も
り
所
長

畑

作

園

芸

試

験

場

長

グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー
所
長

漁

港

漁

場

整

備

事

務

所

長

水

産

事

務

所

長

水

産

業

改

良

普

及

所

長

家

畜

保

健

衛

生

所

長

地
域
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
所
長

八

戸

地

域

技

術

研

究

所

長

弘

前

地

域

技

術

研

究

所

長

支

所

長

環

境

管

理

事

務

所

長

当
該
所

(

場
、
部
、
局)

の
事
務

を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー
次
長

八

戸

地

域

技

術

研

究

所

副

所

長

つ
が
る
農
産
物
加
工
セ
ン
タ
ー
所
長

和

牛

改

良

資

源

セ

ン

タ

ー

所

長

和

牛

改

良

技

術

セ

ン

タ

ー

所

長

県

南

果

樹

研

究

セ

ン

タ

ー

所

長

局

長

部
長

(

健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー

(

三
戸
地

方
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

の

福
祉
部
及
び
こ
ど
も
相
談
部
、
青
森
県
農
林
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
の
藤
坂
稲
作
研
究
部
及
び
砂

丘
研
究
部
、
青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

畜
産
試
験
場
養
鶏
部
並
び
に
青
森
県
農
林
総
合

研
究
セ
ン
タ
ー
林
業
試
験
場
加
工
技
術
部
の
部

長
に
限
る
。)

ダ

ム

管

理

所

長

港

湾

管

理

所

長

都

市

公

園

事

務

所

長

ダ

ム

建

設

所

長

当
該
所
の
長
を
補
佐
し
、
当
該
所

の
事
務
を
整
理
す
る
。

研
究
調
整
監

特
に
重
要
な
研
究
項
目
の
企
画
、
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
整

理
す
る
。

農
産
園
芸
推
進
監

野
菜
、
花
き
等
の
生
産
及
び
流
通
に
関
す
る
調
査
及
び
指
導
並
び
に
特

に
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
。



( )

別
表
第
四
第
二
号
の
表
研
究
調
整
監
の
項
を
削
り
、
同
表
建
築
調
整
監
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

別
表
第
四
第
二
号
の
表
所(

場
、
院
、
園
、
校
、
学
院
、
館)

付
の
項
中｢

場
、
院
、｣

を
削
り
、

別
表
第
四
第
四
号
の
表
学
部
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
第
四
号
の
表
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
別
表
第
四
第
五
号
の
表
局
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
第
五
号
の
表
次
長
の
項
中

｢

局
長
を
補
佐
し
、
局
の
事
務
を
整
理
す
る
。｣

を

｢

局

(

室)

長
を
補
佐
し
、
局

(

室)

の
事
務
を
整
理
す
る
。｣

に
改
め
、
同
表
副
看
護
部
長
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
五
知
的
障
害
者
福
祉
司
の
項
中｢

第
十
条
第
三
項｣

を｢

第
十
三
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
青
森
県
総
合
開
発
審
議
会
の
項
中

｢

三

県
の
職
員｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
環
境
審

議
会
の
項
中

｢

五

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

三
十
三
人｣

を

｢

三
十
二
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森

県
自
然
環
境
保
全
審
議
会
の
項
中

｢

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

(

大
正
七
年
法
律
第
三
十
二

号)

及
び
温
泉
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号)

｣

を

｢

温
泉
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
五
号)

及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
八

十
八
号)

｣

に
改
め
、

｢

六

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

三
十
三
人｣

を

｢

三
十
一
人｣

に
改
め
、

同
表
青
森
県
県
立
病
院
運
営
審
議
会
の
項
中

｢

三

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

十
四
人｣

を

｢

十
三

人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
保
育
士
試
験
委
員
の
項
を
削
り
、
同
表
青
森
県
准
看
護
師
試
験
委
員
の

｢

の
項
中

を

｢

学
識
経
験
を
有
す
る
者｣

に
、

｢

二
十
四
人｣

を

｣

｢

二
十
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
地
方
薬
事
審
議
会
の
項
中

｢

三

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

十

五
人｣

を

｢

十
四
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
国
民
健
康
保
険
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

別
表
第
六
青
森
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
中

｢

五

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

二
十
人｣

を

｢

十
六
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
中
小
企
業
振
興
審
議
会
の
項
中

｢

を

｢

学
識
経
験
を
有
す
る
者｣

に
、

｢

二
十
人｣

を

｢

十
九
人｣

｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
審
議
会
の
項
中

｢

五

県
の
職
員｣

を
削

り
、

｢

二
十
人｣
を

｢

十
七
人｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
文
化
観
光
審
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
青

森
県
む
つ
小
川
原
開
発
審
議
会
の
項
中

｢

五

県
の
職
員｣

を
削
り
、

｢

六
十
人｣

を

｢

三
十
人｣

に
、

｢

む
つ
小
川
原
振
興
室｣

を

｢

む
つ
小
川
原
振
興
課｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
職
業
能
力
開
発

審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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総
務
管
理
監

試
験
研
究
機
関
に
お
け
る
事
務
的
事
項
の
管
理
及
び
特
に
命
ぜ
ら
れ
た

事
務
に
従
事
す
る
。

総
括
研
究
管
理
員

特
に
重
要
な
研
究
項
目
の
企
画
、
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
に
従

事
す
る
。

研
究
管
理
員

重
要
な
研
究
項
目
の
企
画
、
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す

る
。

研

究

科

長

研
究
科
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

健
康
科
学
研
究
研

修
セ
ン
タ
ー
長

健
康
科
学
研
究
研
修
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

健
康
科
学
研
究
セ

ン
タ
ー
長

健
康
科
学
教
育
セ

ン
タ
ー
長

健
康
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

健
康
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

室

長

当
該
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

室

長

補

佐

室
長
を
補
佐
し
、
室
の
事
務
を
整
理
す
る
。

一

学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

県
の
職
員

青
森
県

保
育
士

試
験
委

員

児
童
福
祉
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
三
年
政
令

第
七
十
四
号)

第
十
三

条
第
十
二
項
の
規
定
に

よ
り
保
育
士
試
験
の
合

格
の
決
定
そ
の
他
保
育

士
試
験
に
関
す
る
事
務

を
処
理
す
る
こ
と
。

委
員

長委
員

児
童
福
祉
法
施

行
令
の
規
定
に

よ
る
。

児
童
福

祉
法
施

行
令
の

規
定
に

よ
る
。

二
年

委
員

長
は

、
健

康
福

祉
部

長
を

も
つ

て
充

て
る

。

こどもみらい課

一

学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

県
の
職
員



( )

｢

別
表
第
六
青
森
県
水
産
振
興
審
議
会
の
項
中

を

｢

学
識
経
験
を

｣

有
す
る
者｣

に
改
め
、
同
表
青
森
港
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
六
八
戸
港
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
及
び
む
つ
小
川
原
港
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
を
削
り
、

同
表
青
森
県
屋
外
広
告
物
審
議
会
の
項
中｢

五

県
の
職
員｣

を
削
り
、｢

十
五
人｣

を｢

十
二
人｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
の
自
然
保
護
課

の
項
の
第
五
号
の
改
正
規
定
、
第
百
四
条
第
六
項
第
八
号
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
六
青
森
県
自

然
環
境
保
全
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定

(
｢

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

(

大
正
七
年
法
律

第
三
十
二
号)

及
び
温
泉
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号)

｣

を

｢

温
泉
法

(

昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号)

及
び
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十

四
年
法
律
第
八
十
八
号)

｣

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
同
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
前
の
青
森
県
行
政
組
織
規
則
に
規
定
す
る
出
先
機
関
の
平
成
十

四
年
度
の
予
算
に
係
る
整
理
事
務
及
び
決
算
事
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
及
び

出
先
機
関
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
と
す
る
。
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青
森
県

文
化
観

光
審
議

会

観
光
の
振
興
方
策
を
調

査
審
議
す
る
こ
と
。

会
長

副
会

長委
員

一

県
議
会
の

議
員

二

市
町
村
長

三

観
光
関
係

団
体
の
役
職

員
四

関
係
行
政

機
関
の
職
員

五

学
識
経
験

を
有
す
る
者

二
十
九

人
以
内

二
年

委
員

の
互

選

文化観光推進課

一

学
識
経
験
を
有
す
る
者

二

県
の
職
員

青
森
県

地
方
港

湾
審
議

会

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
条
の
三
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
重
要
港
湾

に
係
る
港
湾
計
画
の
策

定
及
び
変
更
に
つ
い
て

並
び
に
同
法
第
四
十
三

条
の
五
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
重
要
港
湾
に
係

る
港
湾
環
境
整
備
負
担

金
の
徴
収
に
つ
い
て
意

見
の
答
申
を
し
、
並
び

に
知
事
の
諮
問
に
応
じ

重
要
港
湾
に
関
す
る
重

要
事
項
を
調
査
審
議
す

る
こ
と
。

会
長

副
会

長委
員

一

県
議
会
の

議
員

二

市
町
村
長

三

国
の
地
方

行
政
機
関
の

職
員

四

利
用
者
代

表
五

学
識
経
験

を
有
す
る
者

二
十
人

以
内

二
年

委
員

の
互

選

港湾空港課

青
森
県
計
量
検
定
所

商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

青
森
県
産
業
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

青
森
県
工
業
試
験
場

青
森
県
機
械
金
属
技
術
研
究
所

青
森
県
工
業
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

青
森
県
農
業
研
究
推
進
セ
ン
タ
ー

青
森
県
グ
リ
ー
ン
バ
イ
オ
セ
ン
タ
ー

青
森
県
農
業
試
験
場

青
森
県
畑
作
園
芸
試
験
場

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
21
あ
お
も
り

青
森
県
り
ん
ご
試
験
場

青
森
県
畜
産
試
験
場

青
森
県
林
業
試
験
場

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

青
森
県
水
産
試
験
場

青
森
県
水
産
増
殖
セ
ン
タ
ー

青
森
県
内
水
面
水
産
試
験
場

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー



( )

(

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

３

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
年
十
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

表
支
出
又
は
支
払
の
項
中

｢

課
長
補
佐
及
び
支
払
班
長
の
職
に
あ
る｣

を

｢

当
該
事
務
を
担
当

す
る
グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
及
び
当
該
事
務
の
執
行
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
工
場
設
置
奨
励
審
議
会
規
則
の
一
部
改
正)

４

青
森
県
工
場
設
置
奨
励
審
議
会
規
則

(
昭
和
二
十
七
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
九
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中

｢

商
工
観
光
労
働
部｣

を

｢

商
工
労
働
部｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
の
譲
渡
及
び
保
管
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

５

青
森
県
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
の
譲
渡
及
び
保
管
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森

県
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中｢

青
森
県
畜
産
試
験
場｣

を｢

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
試
験
場｣

に
、

｢

い
う
。)

が｣

を

｢

い
う
。)

に
お
い
て｣

に
、

｢

試
験
場
の｣
を

｢
試
験
場
に
お
い
て｣

に

改
め
る
。

第
三
条
中

｢

試
験
場
が｣

を

｢

試
験
場
に
お
い
て｣

に
改
め
る
。

第
七
条
及
び
第
十
条
中

｢

場
長｣

を

｢

青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長｣
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中

｢青
森
県
畜
産
試
験
場
長
｣

を

｢青
森
県
農
林
総
合
研
究
セ

ン
タ
ー
畜
産
試
験
場
長
｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
林
業
種
苗
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

６

青
森
県
林
業
種
苗
法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
九
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
の(

そ
の
一)

中｢林
業
試
験
場
｣

を｢農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
内
水
面
養
魚
配
布
規
則
の
一
部
改
正)

７

青
森
県
内
水
面
養
魚
配
布
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
四
月
青
森
県
規
則
第
二
十
三
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

青
森
県
内
水
面
水
産
試
験
場
で｣

を

｢

青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
内
水
面

研
究
所
に
お
い
て｣

に
改
め
る
。

第
二
条
中

｢

青
森
県
内
水
面
水
産
試
験
場
長

(

以
下

｢

試
験
場
長｣

を

｢

青
森
県
水
産
総
合
研

究
セ
ン
タ
ー
内
水
面
研
究
所
長

(

以
下

｢

所
長｣

に
改
め
る
。

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
中

｢

試
験
場
長｣

を

｢

所
長｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
中

｢青
森
県
内
水
面
水
産
試
験
場
長
｣

を

｢青
森
県
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
内
水

面
研
究
所
長
｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
物
品
調
達
規
則
の
一
部
改
正)

８

青
森
県
物
品
調
達
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
の

(

そ
の
一)

中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
三)

中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の

(

そ
の
一)
中
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青
森
県
農
産
物
加
工
指
導
セ
ン
タ
ー

青
森
県
水
産
物
加
工
研
究
所

下
北
ブ
ラ
ン
ド
研
究
開
発
セ
ン
タ
ー

青
森
県
ふ
る
さ
と
食
品
研
究
セ
ン
タ
ー

部長

次長

課長

補佐

班長

班員

起案者

部長

次長

課長

リーダー

グループ

グループ員

起案者

決定

課長

補佐

班長

班員

起
案
年
月
日

及
び
起
案
者

決定

課長

リーダー

グループ

グループ員

起
案
年
月
日
及
び
起
案
者



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
三)
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
の
二
の

(

そ
の
一)

中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
三)

中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。
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部長

次長

課長

補佐

班長

班員

起案者

部長

次長

課長

リーダー

グループ

グループ員

起案者

伺
事務局長

出納局

経理課長

課長補佐

班長

班員

起
案
年
月
日
及
び
起
案
者

決定伺
事務局長

出納局

経理課長

リーダー

グループ

グループ員

起
案
年
月
日
及
び
起
案
者

決定部長

次長

課長

補佐

班長

班員

起案者

部長

次長

課長

リーダー

グループ

グループ員

起案者

伺
事務局長

出納局

経理課長

課長補佐

班長

班員

起
案
年
月
日
及
び
起
案
者

決定伺
事務局長

出納局

経理課長

リーダー

グループ

グループ員

起
案
年
月
日
及
び
起
案
者

決定


